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日本における交通事故の発生状況①

○ 令和元年中の交通事故死者数は3,215人 ・警察庁が保有する昭和23年以降の統計で最少
・昭和45年の５分の１以下

○ 死者数のうち65歳以上の高齢者が55.4％
を占める（高齢者は全人口の28.5％）
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日本における交通事故の発生状況②
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状態別交通事故死者数の構成率（2018年）



日本における交通事故の発生状況③
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年齢層別交通事故死者数の構成率と人口構成率（2018年）

（出典：IRTAD資料）
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自動運転の実現に向けた政府目標
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（「官民ITS構想・ロードマップ
2020」より）

※１ 無人自動運転移動
サービスの実現時期は、
実際の走行環境における
天候や交通量の多寡な
ど、様々な条件によって
異なるものであり、実現に
向けた環境整備について
は、今後の技術開発等を
踏まえて、各省庁におい
て適切な時期や在り方に
ついて検討し、実施する。



交通ルールの策定（レベル３の実用化に対応するもの）
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概 要

【自動車の自動運転の技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定の整備等】

○ 自動運行装置の定義等に関する規定の整備

 道路運送車両法に規定される自動運行装置を「自動運行装置」とし
て定義

 同装置を使用して自動車を用いる行為は「運転」に含まれる旨規定

道路交通法関係法令の一部改正（自動運転関係）：令和２年４月１日施行

道路交通法施行令の一部を改正する政令（令
和元年政令第109号） 公布：令和元年９月26日

○ 自動運行装置使用条件違反

罰則：３月以下の懲役又は５万円以下の罰金
行政処分：違反点数２点、反則金９千円（普通車）

○ その他

高速自動車国道の加減速車線の最高速度（法定）
を本線車道の最高速度と同一とする旨規定

○ 作動状態記録装置不備

罰則：３月以下の懲役又は５万円以下の罰金
行政処分：違反点数２点、反則金９千円（普通車）

○ 自動運行装置を使用する運転者の義務に関する規定の整備

 自動運行装置が使用される条件（国土交通大臣が付する走行環境
条件）を満たさない場合には、同装置を使用した運転を禁止

 条件外となった場合に直ちに適切に対処できる状態でいるなどの場
合に限り、携帯電話使用等禁止（安全運転義務への上乗せ）規定の
適用を除外

○ 作動状態記録装置による記録等に関する規定の整備

 作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置による記録
及び保存を義務付け

 整備不良車両と認めるときは、警察官が記録の提示を求めることが
できる旨規定

道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令（令
和２年内閣府令第29号） 公布：令和２年３月31日

道路交通法の一部を改正する法律（令和元年法律第120号）
公布：令和元年６月５日

○ 作動状態記録装置による記録の保存方法
作動状態記録装置において、道路運送車両の保安基準
の細目を定める告示 別添123「作動状態記録装置の技術
基準」3.3.1.に規定する期間（６か月間又は2,500回を超え
て記録するまでの間）保存しなければならない旨規定



交通ルールの策定（レベル３の実用化に対応するもの）
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※ 自動運行装置の使用は使用条件内に限る
※ 運転者は、自動運行装置の使用中であっても、車両の故障や使用条件外
となった場合、直ちに、そのことを認知するとともに、確実に自らの運転操作
に切り替えることができる状態にある必要

※ 運転者等は、作動状態記録装置により必要な情報を記録する必要

自動運行装置が担う動的運転タスク以
外の義務であるため、引き続き義務付け

運転者自身が運転操作を引き継ぐ可能
性は常にあるため、引き続き禁止

使用条件内で自動
運行装置を適切に
使用して運転する場
合、同装置が義務Ａ
を自動的に履行

• 安全運転義務
• 信号等遵守義務

• 制限速度遵守義務
• 車間距離保持義務
等

A 運転操作に係る義務

• 事故時の救護義務
• 運転免許証提示義務

• 故障時の停止表示
器材表示義務 等

B-2) その他の義務

【自動運行装置を使用せずに運転中の運転者の義務】

B 運転操作以外に係る義務
B-1) Aの安定した履行を確保するための義務

• 無線通話装置
（例：携帯電話）の
保持による通話の禁止

• 画像表示用装置
（例：カーナビ）の
注視の禁止

自動運行装置を適切に使用することによ
り、義務Ａの履行が可能に（運転者は引
き続き義務Ａを負う）

【自動運行装置を使用して運転中の運転者の義務】

自動運行装置を適切に使用することによ
り、従来義務Ａの履行に必要とされた運
転者自身による常時監視や運転操作は
不要となるため、保持通話及び画像注視
の禁止規定の適用を除外

• 飲酒運転の禁止 等

【運転者の義務（自動運行装置を使用する場合と使用しない場合の比較） 】



公道実証実験の環境整備（ガイドライン）
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■平成28年５月
「自動走行システムに関する公道実証実験のためのガイドライン」を策定・公表

運転者が実験車両の運転者席に乗車し、緊急時に必要な操作を行うことができ
ることなど、特段の許可や届出なしに実施可能な公道実証実験の対象を明確化

全国各地で公道実証実験

運転者：運転者席乗車のテストドライバー
＜留意点＞
○ 車両が道路運送車両の保安基準の
規定に適合（緩和措置を受けているもの
を含む。）
○ 運転者が運転者席に乗車して、周囲
の状況等を常に監視し、緊急時等に安全
確保のため操作
○ 関係法令の遵守

ガイドラインに基づく公道実証実験

・ 運転者の義務、責任を負うことを認識する必要

・ 緊急時に必要な操作を行う必要



公道実証実験の環境整備（道路使用許可基準）
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（※２）手動による運転時は通常のハンドル・ブレーキと異なる特別な
装置で操作する自動車

 平成29年６月策定・公表
（令和元年９月、令和２年９月一部改訂）

（※１）自動車から遠隔に存在する監視・操作者が電気通信技術を利用
して当該自動車の運転操作を行うことができる自動運転システム

 令和元年９月策定・公表
（令和２年９月一部改訂）

■遠隔型自動運転システム（※１） ■特別装置自動車（※２）

＜共通事項の例＞
 最高速度は、交通の状況、道路環境等に鑑みて十分な猶予をもって安全に停止できる速度とすること
 自動運転の実用化に向けた実証のための自律走行は、実験車両に乗車するなどした警察官等による確認を経て行うこと
 実験車両にドライブレコーダーやイベントデータレコーダー等を搭載して、車両の前後方及び車両内の状況等を記録すること

＜個別事項の例＞
 通信が想定よりも遅延した場合は安全に停
止するものであること

 同時に監視・操作する実験車両の数を増や
す場合は、原則として１台ずつ増やすこと

 遠隔監視・操作者が、映像及び音により、
同時に全ての実験車両の周囲及び走行する
方向の状況を把握できること

＜個別事項の例＞
 警察官等による審査（施設内・路上における手動走行）

に合格した車内監視・操作者が乗車すること

＜実施場所＞
５都県（令和２年９月末現在）

＜実施場所＞
５都道県
（令和２年９月末現在）

映
像
・音
声

遠
隔
監
視
・

（
必
要
に
応
じ
）
操
作



交通ルールの検討（レベル４の実用化に対応するもの）

9

■ ＳＡＥレベル４（運転者の存在を前提としないもの）の
実用化を念頭に置いた交通関係法規上の課題を検討

調査研究の概要・これまでの調査研究の実施状況

■ 試乗会・開発者等ヒアリング・海外調査の実施

・ 自動運行時には人による制御が必要。人に何らかの
資格等を求めるべきだが、現行の運転免許は前提とな
らない

・ 自動停止後の対応、交通事故被害者の応急手当を含
めた確実な対応の確保が必要

・ 基本的には、自動運転システムが担うのは運転操作に
関する役割であるが、その他必要な役割を誰がどのよ
うに対応するかを個別に検討する必要があろう

・ 実用化の形態等を類型化して検討するのが適当であ
ろう

・ 早期の実現が見込まれ、かつ運転者が存在しない本
質的な検討を要するサービスカーを先行して検討すべ
き

・ 個別に自動運行を認める過渡的な枠組みがあるとよい

等

年度 検討結果（成果）等

平成27年度
・自動走行システムに関する公道実証実験のためのガイドライン

の策定（H28.5）

平成28年度
・遠隔型自動運転システムの公道実証実験に係る道路使用許可

の申請に対する取扱いの基準の策定（H29.6）

平成29年度
・レベル３以上の自動運転の実現に向けた課題検討

・隊列走行の実現に向けた課題検討

平成30年度

・道路交通法の改正（レベル３）（R2.4施行）

・隊列走行の公道実証実験に向けた検討

・道路使用許可基準に特別装置自動車の公道実証実験を追加

（R元.9）

令和元年度
・レベル４（従来の「運転者」の存在を前提としないもの）の自動運

転に関するルールについて、課題の洗い出しを中心に検討

主な意見

令和元年度 自動運転の実現に向けた調査研究



想定する自動運転のイメージ
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自動運転移動サービス
用途

・ 自動運行に関与する者（※）が遠隔にのみ

存在する（車内には存在しない）

・ 遠隔からの運転操作は行わない

・ １人で複数台の自動運転車両に関与する

・ 関与の内容や程度については要検討

・ 運転操作に係る定型的・一般的な

対応は、自動運転システムが自動的

に行う

人（自動運行に関与する者）の存在

※ 従来の「運転者」や乗客等の単なる利用者ではな
く、自動運行に当たり、状況把握、連絡等の役割を果
たすことが求められ得る運行側の者。以下「関与者」
という。

システムの能力



Thank you


